




 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

大蔵村学校保健委員会では、学校の生活アンケートで「よく飲む飲み物」としてのジュース・清涼

飲料水・スポーツドリンクを挙げる児童生徒の割合を現在の 40％から 20％へ減少させることを目標

としています。しかし、なかなか改善できていない現状があり、子どもたちの健康を守るため、学校

はもちろん、地域全体で協力して取り組んでいきたいと考えています。 

水分補給に・・・とよく飲んでいませんか？スポーツドリンクは、「糖分」を多く含んでいま

す。しかし、歯に悪いのは「糖分」だけではありません。むしろ、歯のカルシウムを直接とかし

てしまう「酸」（すっぱいもの）を含む飲食物の方に注意が必要です。スポーツドリンクはそのど

ちらも含んでおり、よく飲む人はむし歯が多いです。 

↑スポーツドリンクを小さいころ

からよく飲んでいた子供の口腔内 

水分補給や家での

飲み物は、お茶か

水にしてみません

か？ 

小児の多発性齲蝕
う し ょ く

（むし歯） 



 

 

こんな食品にも注意！ 

果汁入りグミやソフトキャンディー類は「酸」と「糖分」の両方を含んでいるため、むし歯

にかかりやすく、重症のむし歯を抱える子がよく食べているお菓子です。 

 また、強い粘着性があるため、詰め物やむし歯予防のシーラント剤を引きはがしてしまいま

すので、前にせっかく治療した物が台無しになってしまいます。 
 

水を飲んで酸を流すことが大事です。お菓子やジュースをだらだら食べたり、飲んだりす

ることが歯に一番悪いため、サッと飲んで、すぐに水で流してあげることが大切です。その

後の歯みがきは忘れずに行いましょう。 

 白い歯の国で知られるフィンランドでは、「サタデースウ

ィート」という言葉があります。「土曜日はいっぱい甘い物

を食べちゃえ！」といった感じです。週末を楽しむため、平

日は甘いお菓子を我慢しようという習慣のことですが、みな

さんのお家でも試してみませんか。子どもたちもきっと、週

末がより楽しく感じるはずです。 

 ジュースや炭酸飲料を飲み放題、歯に悪いお菓子やアイス

を食べ放題になっていませんか？この機会にご家族みなさん

で食習慣を見直してみましょう。 

 
 

お菓子を食べたり、ジュースを飲んだりした後は・・・ 

サタデースウィート試してみませんか？ 

最後に 

歯は全身の健康とも密接な関係があります。歯周病になると、血液の流れに乗って体

内へと常に細菌や毒素、炎症物質等が流れ込んでしまいます。その結果、様々な病気へ

とつながり、「からだの元気」を損なってしまうのです。 

いつまでもご飯を美味しく食べ、健康でいられるよう、子どもたちと一緒に大人も 

もう一度普段の生活を見直し、お菓子やジュースとの付き合いかたを考えてみましょう。 

野菜ジュースや乳酸菌飲料はどうなの？ 

 体に良いというイメージの野菜ジュースや乳酸菌飲料で

すが、「酸」と「糖分」のどちらも含んでおり、飲みすぎに

は注意が必要です。その他にも炭酸飲料、乳酸菌食品（ヨー

グルト等）、食酢、柑橘類（レモン等）を食べたり、飲んだ

りした際は、忘れずに歯みがきを！ 



大蔵村では除排雪の負担軽減と地域の自助と共助推進のため、 

除雪機の購入に際して、補助金を交付します。 

①家庭用除雪機 

 対 象 者：大蔵村に住所を有する個人で、村税等の滞納がない者 

 対象除雪機：①新品の自走式小型除雪機 

②農耕用機械に装着する新品の除雪用アタッチメント 

※個人間の売買により取得した除雪機は対象となりません。 

 補助金額：購入経費の４分の１（１０万円を限度とします。） 

 
 
②地区自治会用除雪機 

 対 象 者：地区自治会（地区代表が申請してください。） 

 対象除雪機：新品の自走式小型除雪機 

※村道、私道、公共施設、要援護者の住宅などを地区住民が 

共同して除雪することを目的としたものに限ります。 

 補助金額：購入経費の２分の１（５０万円を限度とします。） 

 
 
◎申請について 

申請される方は、購入する前に総務課政策推進係まで申請してください。 

（申請書は大蔵村公式ホームページからもダウンロードできます。） 

なお、申請には申請書の他に次の書類が必要になります。 

  １．見積書又は契約書の写し 

  ２．カタログ等の写し 

※予算の範囲内での補助金交付となります。予算がなくなり次第終了とな

る場合がありますので、ご了承ください。 

 

○申請及び問合せ先 

大蔵村役場総務課政策推進係 75-2111（内線 214） 

※裏面もご覧ください 



地域活性化推進事業の募集について 
 

 大蔵村では、個性と活力に満ちた地域づくりのために、各団体が主体

となって行う事業に対し補助を行う制度があります。令和４年度に次の

事業実施をお考えの団体等は、ぜひご相談ください。 

 

１ 対象事業及び補助金額  

※ 飲食費、維持管理経費等は除く。他の補助事業と重複する事業は、対象外 

 

２ 補助対象者 事業実施団体の代表者  
 

３ 申込期限  令和４年５月３１日（火）まで 

※申し込み多数の場合は調整をさせていただきます。  

予算枠に達しなければその後も随時受付けます。  
 
 
 

○申請及び問合せ先  

大蔵村役場総務課政策推進係  

75-2111（内線 214） 

対 象 事 業 事 業 内 容（例） 補助金額 

① 美しい村づくり事業 
緑化活動、遊歩道・展望ス

ポットの整備活動 

対象事業費の 8 割以内 

10 万円を限度 

②  地域の特色を生かした地

域づくり及び交流事業 

地区の祭り備品等の整

備、農業体験受入事業等

（継続的に行う事業） 

③ 子育て環境づくり事業 
子育てサークル活動、一

時託児サークル活動 

④  ６次産業の推進と農産物

加工の推進事業 

加工・直売施設の整備、特

産品開発研修活動 

対象事業費の 8 割以内 

10 万円を限度（施設の

新設又は改修を伴う事

業については 100 万

円を限度） 

⑤ 地産地消による「食」の魅

力向上事業 

郷土食・伝統食伝承活動、

地元食材による創作料理

開発活動 

⑥  その他村長が特に必要と

認めるもの 
   

対象事業費の８割以内 

10 万円を限度 

※裏面もご覧ください 



行政相談委員・人権擁護委員の活動のご紹介 

★人権擁護委員の活動 
 人権擁護委員は、地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局

の職員と協力して人権侵害による被害者の救済をしたり、地域の皆さんに人権について関心を

持ってもらえるような啓発活動を行っています。 

 

・人権擁護委員は、小屋久好さん（季の里）、長南智美さん（豊牧）、 

後藤昌宏さん（清水３）です。   

★行政相談委員の活動 
 行政相談員は、総務省から委嘱を受け、行政全般について皆様の苦情や意見・要望をお聴きし、

公正・中立の立場から関係行政機関などに必要なあっせんを行い、その解決や実現の促進を図る

とともに、皆様の声を行政の制度及び運営の改善にいかす活動を行っています。 

 また、ご相談は無料で、特別な手続きもなく、お気軽にご利用いただけ、相談者の秘密は、固

く守ります。 

 

・行政相談委員は、今野邦代さん（白須賀）です。 

★行政相談所・人権擁護特別相談所の開設 
 ５月から「行政相談所」及び「人権擁護特別相談所」を裏面記載の日程で開催します。

行政相談委員・人権擁護委員が相談に応じますので、ぜひご利用ください。 
 

ご不明なことにつきましては、７５－２１１１ 

住民税務課住民係 信田 （内線２６２）までお願いします。 

 

 

 

年間の開催日程は裏面に記載してあります。 

                      裏面へ⇒ 

 

 

 

 
 



ご相談をお聞きいたします。 

 

● 行政相談所の開設 

開催期日 開催場所 開催時間 

令和４年 

５月１７日（火曜日） 
大蔵村中央公民館 

（２階和室） 

午前１０時～１２時 

６月２１日（火曜日） 
大蔵村中央公民館 

（２階和室） 

７月１９日（火曜日） 
大蔵村中央公民館 

（１階和室） 

９月２０日（火曜日） 
大蔵村中央公民館 

（１階和室） 

１０月１８日（火曜日） 
大蔵村中央公民館 

（１階和室） 

１１月１５日（火曜日） 
大蔵村中央公民館 

（１階和室） 

令和５年 

１月１７日（火曜日） 
大蔵村中央公民館 

（１階和室） 

３月１４日（火曜日） 
大蔵村中央公民館 

（１階和室） 

 

 

● 人権擁護特別相談所の開設 

開催期日 開催場所 開催時間 

令和４年 

６月７日（火曜日） 
大蔵村中央公民館 

（２階和室） 
午前９時～１２時 

１２月６日（火曜日） 
大蔵村中央公民館 

（２階和室） 

 

※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、中止の場合もあります。 






